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モバイル市場の競争環境に関する研究会（第５回） 

 

１ 日時 平成３０年１２月２６日（水） １０：００～１１：２０ 

２ 場所 総務省講堂（総務省地下２階） 

３ 出席者 

 ○構成員 

  新美座長、大谷構成員、大橋構成員、北構成員、佐藤構成員、関口構成員、長田構成

員、西村（暢）構成員、西村（真）構成員 

 

 ○オブザーバ 

  塚田公正取引委員会事務総局経済取引局調整課長、原田消費者庁消費者政策課政策企

画専門官 

 

 ○ヒアリング対象者 

  株式会社ＮＴＴドコモ、ＵＱコミュニケーションズ株式会社、ＫＤＤＩ株式会社、ソ

フトバンク株式会社、Wireless City Planning株式会社、リユースモバイル関連ガイ

ドライン検討会 

 

 ○総務省 

  谷脇総合通信基盤局長、秋本電気通信事業部長、田原電波部長、竹村総合通信基盤局

総務課長、山碕事業政策課長、大村料金サービス課長、山路データ通信課長、梅村消

費者行政第一課長、布施田電波政策課長、塩崎電波環境課長、片桐移動通信課企画官、

大塚料金サービス課企画官、茅野料金サービス課課長補佐、横澤田料金サービス課課

長補佐 

 

 

【新美座長】  それでは、皆様、おはようございます。定刻となりましたので、モバイ

ル市場の競争環境に関する研究会、第５回会合を開催いたします。 

 本日は、年の瀬にもかかわらず、お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうござ

います。 
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 本日は、相田座長代理がご都合のためご欠席と伺っております。 

 また、本日は、冒頭、カメラ撮りの時間を設けておりますので、ご了承いただけますよ

うお願い申し上げます。 

 それでは、まず本日の配付資料につきまして、事務局から説明があります。よろしくお

願いいたします。 

【横澤田料金サービス課課長補佐】  本日、配付資料といたしまして資料１から資料７ま

でと、一番最後に参考資料として１枚おつけしております。こちらの参考資料は、今月

１８日まで行っておりましたモバイルサービス等の適正化に向けた緊急提言（案）に対す

るパブリックコメント、こちらの意見提出状況を速報値としてまとめさせていただいたも

のでございます。こちらにつきましては、また意見の内容を整理した上で、別途ご議論い

ただければと思います。また、構成員の方々の前には、紙のファイルで、前回までの資料

をまとめたものを置かせていただいております。本日のヒアリングで議論される論点につ

きましては、ファイルの中の第１回の会合資料の資料２－２にまとまっておりますので、

適宜そちらをご参照いただければと思います。 

 事務局からは以上です。 

【新美座長】  ありがとうございます。 

 それでは、議事に入りたいと思います。お手元の議事次第にありますとおり、本日は、

事業者の皆さん等からのヒアリングと、それから意見交換を予定しております。 

 それでは、まず本日のヒアリング等の進め方につきまして、事務局からご説明をお願い

いたします。 

【横澤田料金サービス課課長補佐】  では、お手元資料１をご覧ください。本日は、Ｍ

ＮＯ５社とリユースモバイル関連ガイドライン検討会の方にお越しいただいております。

ヒアリングにつきましては、この６名の方々から順番にご発表いただいた後、まとめて質

疑を３５分ほどでお願いできればと思います。なお、各説明時間終了の間際に事務局から

ベルを鳴らして合図をさせていただきますので、そちらを目安に円滑な議事進行にご協力

いただければと思います。よろしくお願いします。 

 事務局からは以上です。 

【新美座長】  ありがとうございました。 

 それでは、冒頭のカメラ撮りはここまでとさせていただきますので、カメラ撮りの方は

ご退室をお願いいたします。 
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 それでは、ＭＮＯ及びリユースモバイル関連ガイドライン検討会からのヒアリングに移

りたいと存じます。 

 まず、本研究会の第３回会合、１１月１４日にありましたが、その際にも申し上げたと

おり、本研究会ではモバイル市場に関して非常に多岐にわたる課題を取り扱っておりまし

て、議論が拡散しないように、ＭＮＯからは大まかに利用者料金に関する事項と、それか

ら接続料等に関する事項に分けて、２回にわたってヒアリングをさせていただく旨、あら

かじめ各社様にお願いしてございます。利用者料金等に関する事項につきましては、本研

究会の第３回会合においてご説明をいただきました。本日は、接続料等に関する事項につ

いてご説明をお願いしたいと存じます。 

 また、本日は、中古端末の関係事業者による自主的なガイドラインの策定を行う集まり

でありますリユースモバイル関連ガイドライン検討会にお越しいただいております。ＭＮ

Ｏ各社様からのご発表の後に、現在の業界の取組やガイドラインの検討状況等についてご

説明をお願いする予定でおります。 

 それでは、まずはＮＴＴドコモ株式会社取締役常務執行役員経営企画部長の丸山様から

ご説明をお願いいたします。よろしくお願いします。 

【ＮＴＴドコモ（丸山）】  ドコモの丸山でございます。当社の取組につきましてご説明

する機会をいただきまして、まことにありがとうございます。本日は、前回の研究会に引

き続きまして、私よりご説明をさせていただきます。 

 お手元の資料に沿いまして説明させていただきますので、資料の２－１のモバイル市場

の競争環境に関する研究会ヒアリング資料という資料をご覧ください。 

 まずは事業者間の競争条件に関する事項についてご説明をさせていただきます。資料の

１－１になります。当社のＭＶＮＯ市場の活性化に向けた取組の一部をまずはご説明をさ

せていただきます。当社はこれまで、ＭＶＮＯ専用ＳＩＭや顧客システムＡＰＩの提供に

よりまして、ＭＶＮＯの負担軽減や業務稼働削減を実現してまいりました。またＩｏＴの

回線制御プラットフォーム機能、あるいは国内初のＨＬＲ連携機能の提供によりまして、

多彩なＭＶＮＯサービスの発展に寄与してまいりました。今後もＭＶＮＯ市場の活性化に

向けて、取組をさらに推進していく考えであります。 

 次のページに移ります。次に、当社、接続料ですね、この赤の折れ線グラフのとおり、

毎年１０％以上低減をしてまいりました。さらには当年度の精算や支払い猶予制度という

ものを実施し、ＭＶＮＯ様の負担軽減に向けたさまざまな取組を行ってまいりました。今
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後もＭＶＮＯ様のご要望をお伺いしながら、さらに推進していく考えであります。また、

音声の卸料金につきましても、今後、ＭＶＮＯ様の要望に基づき、より使いやすい音声卸

料金の提供に努める考えであります。このような取組によりまして、こちらのグラフのと

おり、公正競争が促進され、ＭＶＮＯの契約者数も２０１８年の６月末時点で１,８４０万

と拡大をしている現状を踏まえれば、接続料に関する公正競争環境は既に確保されている

と考えられます。したがって算定方式の見直しは不要であるというのが私どもの考えであ

ります。 

 次のページの１－３に移らせていただきます。続きまして、モバイル市場における当社

の位置づけをご説明させていただきます。モバイル市場は既に、こちらのとおり、多数の

ＭＮＯやＭＶＮＯが存在しており、設備あるいはサービスの熾烈な競争環境下にあります。

このような競争環境下におきまして、当社は新サービスの提供や、あるいは料金プランの

見直し等、お客様の利便性を向上しますとともに、５Ｇ等の新技術の導入・災害対策を積

極的に行うことによって、お客様や、あるいは株主等のステークホルダーの信頼性の向上

に努めております。また、モバイル通信におきましては、固定系通信を対象とするような

第一種指定電気通信設備制度の前提とされます設備の不可欠性はなく、複数の企業がネッ

トワークを提供している状況でございます。 

 次の１－４をご覧ください。今、説明をさせていただいたとおり、モバイル市場といい

ますのは、技術革新が早く、短期間で大規模な投資を行う等、既に設備・サービスの熾烈

な競争環境下にあり、先々の費用や需要を合理的に予測することは極めて困難であると考

えます。また、こちらにございますように競争下にあるモバイル市場におきましては、Ｍ

ＶＮＯ事業者の参入や撤退等も頻繁に起こっており、例えば撤退した事業者の費用を残っ

た事業者で負担することになると、ＭＶＮＯ間の費用負担の公平性についても考慮すべき

と考えます。仮にパケット接続料の算定方式について見直しを検討する場合であっても、

算定方式にかかわらず、接続料が適正原価、適正利潤で算定され、実際にかかった費用が

全額回収されるという現行のルールを継続することが大前提であると考えます。 

 次の１－５に移ります。こちら、ＩｏＴ分野への取組でございます。ＩｏＴ分野への取

組としまして、当社はＭＶＮＯにセルラーＬＰＷＡを既に提供しております。そのことに

よって多様なプレーヤーの方々とさまざまな形での連携をすることによりまして、お客様

へのさらなる価値を提供しております。今後、ＩｏＴにかかわる新たな料金をお客様向け

に提供する場合は、ＭＶＮＯの要望を踏まえて、新たな卸料金の設定を柔軟に検討してい
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く考えですが、接続料の設定等は均一な条件での提供となり、柔軟なサービス提供が困難

となるケースが考えられます。したがってＩｏＴ分野におきましては、こちらの右に書い

てございますように、多様なイノベーション・サービスが生まれやすいということを一義

的に考えるべきと考えております。 

 次の１－６に移ります。こちらではパートナー様との連携におきまして、一部制度上の

課題がありますので、少しご説明をさせていただきます。例えば当社とパートナーのＡ社

様が、それぞれリスクをとってジョイントベンチャー設立による協業を行うという場合、

禁止行為規制を受ける可能性がございます。その規制対象となった場合、Ａ社の競合のＢ

社あるいはＣ社にも同条件での提供が必要となり、当社はこのような連携に慎重とならざ

るを得ません。また、パートナーのＡ社様にとっても、わざわざリスクをとって当社と協

業する意味がないということにもなりかねません。また、禁止行為規制の対象となるかど

うかは、総務省様におきまして、その都度判断をいただくわけですが、即断即決が必要な

ビジネスのスピード感というものを失うことにもなりかねません。このようにパートナー

との連携におきましては、禁止行為規制や卸契約書の届出義務が足かせとなっていること

から、５Ｇ時代に向けまして、さらなる見直しをお願いしたいと考えております。 

 １－７に移ります。次、電波の割り当てについてでございます。電波の割り当てについ

てでございますが、接続料の水準のみならずＭＶＮＯへのサポート品質等、各社のネット

ワーク提供の取組につきまして、総合的に評価をしていただいていると考えます。ＭＶＮ

Ｏの促進に関する取組や利用料金等を評価する際は、接続料低減の程度のみを切り出して

評価するのではなく、総合的な評価をしていただきたいと考えます。また、ＭＮＯと資本

関係のないＭＶＮＯに積極的に提供している実績についても、考慮要素としていただきた

いと存じます。 

 次の１－８に移ります。ＭＮＯは、自らネットワークを構築して事業展開を図ることが

大原則であり、他のＭＮＯネットワークのＭＶＮＯを併用して収益を上げることは、その

原則に反すると考えます。また、ＭＮＯによるＭＶＮＯの自社グループ化は、他社のネッ

トワークを活用したユーザーの囲い込み、あるいはそれをてことした拡販等が可能となり、

公正競争上の問題となるおそれがあります。また、設備競争の阻害要因にもなりかねない

ため、整理を図ることが必要と考えます。 

 最後になりますが、将来的な検討課題についてご説明をさせていただきます。最終ペー

ジをご覧ください。５Ｇの導入等においてイノベーションを促し、新事業・新サービスの
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創出や社会的課題の解決をより促進していくという観点から、事業者の創意工夫や柔軟な

事業展開を行うための環境整備が重要であると考えます。ビジネス上の萎縮効果がないよ

うに規制制度を見直すなど、５Ｇの特徴を生かしたサービスの提供を後押しするような検

討を是非ともお願いしたいと考えます。 

 以上で当社からの説明を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。 

【新美座長】  丸山様、ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、ＵＱコミュニケーションズ株式会社執行役員ＣＳＲ部門長兼渉

外部長であります西川様からご説明をよろしくお願いいたします。 

【ＵＱコミュニケーションズ（西川）】  ＵＱコミュニケーションズの西川でございます。

本日は、このような発表の機会をいただきありがとうございます。 

 では、まず弊社からは、ＢＷＡの二種指定につきまして意見を述べさせていただきます。

資料３をご覧ください。 

 おめくりいただきまして１ページ目でございますけれども、はじめにということで、昨

年度のモバイル市場の公正競争促進に関する検討会の事業者ヒアリングで述べましたとお

り、二種指定の制度は接続交渉上の優位性を背景とした制度であり、当社の網構成や提供

形態から、当社には接続交渉上の優位性はないことから、二種指定の必要はないと考えて

おります。 

 ２点目でございますけれども、本研究会におきまして、ＢＷＡの二種指定の要否につき

まして、ご検討いただく際につきましては、前回の検討会報告書に記載されておりますと

おり、特定移動端末接続の１０％というシェアのみならず、接続協議における交渉上の優

位性の考え方を明確にした上でご議論いただきたいと考えてございます。 

 「なお」ということで、仮に二種指定に指定された場合、現行法令下で提供義務が課さ

れておりますアンバンドル機能は、主として音声役務を対象としたものとなっていること

等から、当社では提供が困難な状況でございます。 

 ＢＷＡやキャリアアグリゲーションを想定していない現行の二種指定の制度につきまし

ては、この制度の手直しではなく、５Ｇなど将来を見据えた規制のあり方の検討が必要で

あると考えております。 

 以下、詳細についてご説明させていただきます。２ページをご覧ください。当社、Ｗｉ

ＭＡＸ２＋の二種指定化ということで、当社の卸提供の大半はＫＤＤＩがＭＶＮＯやａｕ

ユーザーに、ａｕとしてのキャリアアグリゲーションを提供しているものであるため、当
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社に接続交渉の優位性があるかという論点を踏まえた慎重な議論が必要になってございま

す。構成員限りでございますけれども、その下に現在の契約者数を書いてございます。こ

のあたりをご検討いただきたいと考えております。 

 あと、おめくりいただきまして、上段、下段でございますけれども、これは前回のモバ

イル検討会の報告書と本研究会の主要論点案について比較したものでございます。上段の

前回報告書の⑭を見ていただきたいんですけれども、特に２行目でございますが、「接続協

議における交渉上の優位性の考え方を明確にするとともに、総務省で報告を受けている端

末設備のシェアを勘案することにより、二種指定制度の適用を検討することが必要である」

ということが書かれておりますけれども、下段の今回の主要論点案を見ていただきますと、

「優位性の考え方を明確に」ということが抜けておりまして、「シェアを勘案することによ

り」ということでなってございます。この差分につきましては、ちょっと確認させていた

だきたいと考えているところでございます。 

 あと、４ページ目をご覧ください。さっき申しましたとおり、現行の二種指定事業者に

課せられる規制ということで、大きく２点ございます。１点目は会計の整理、２点目はア

ンバンドルの機能の提供・接続約款の公表となってございます。 

 １番目の会計の整理につきましては、基本は接続会計の作成・公表ということになりま

すけれども、箱の中に書いてございますが、接続会計のもとになる会計につきましては、

電気通信事業会計であることが必要でございまして、現在、私ども弊社は、電気通信事業

会計ではなく一般会計、会社法会計を使っておりますので、まず会計を整理するためには、

社内会計システムや運用の変更等によりコストと時間を要する状況でございますというこ

とでございます。 

 ２点目のアンバンドル機能の提供でございますけれども、現行の法令は、この①から④

の提供が義務づけられております。１番目が音声、２番目がデータ伝送、３番目は番号ポ

ータビリティー、４番目がショートメッセージということでございますけれども、ＢＷＡ

につきましては、０８０や０９０のような携帯電話番号を用いた音声役務の提供は法令上

不可となっておりますので、①、③、④については提供不可ですと。②番のデータ伝送で

ございますけれども、弊社が卸提供しているＭＶＮＯからは、Ｌ２接続の要望はいただい

ていないという状況でございます。現在、ＭＶＮＯに対するＬ２接続はＫＤＤＩが提供し

ておりますので、当社の現行の設備では非常に厳しいという状況でございます。 

 次の５ページ目は、今の話で、私どもは基地局を提供しているのみで、ＫＤＤＩがＭＶ
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ＮＯに提供しているということでございます。 

 あと、６ページ目でございますけれども、グループ内取引の検証ということでございま

す。本来、ＭＶＮＯやサブブランドの経営資源については、検証は不要だと考えておりま

すけれども、仮にグループ内取引を検証する場合は、電気通信事業者間に限定せず、各々

グループ会社から事実上の金銭的補助を受けていないか等を公平に検証すべきであると考

えてございます。下段にさまざまなＭＶＮＯの参入形態を記載しておりますけれども、私

どものようにＭＮＯとＭＶＮＯの関係、あるいはＭＮＯの中でメインブランドとサブブラ

ンド、このようなさまざまな形態がございますので、検証する場合は、これは全てを対象

としていただきたいということでございます。 

 ７ページ目は、おわりにということで、ＢＷＡ二種指定制度の要否の検討に当たりまし

ては、先ほどありましたように接続交渉の優位性、シェア、適用される規制内容について

包括的にご検討いただきたいということと、一部事業者のヒアリングで、グループ内取引

のために二種指定を適用すべきという意見がございましたけれども、グループ内取引の議

論と二種指定の議論は趣旨が異なることから、切り離して議論すべきであると考えてござ

います。 

 以上でございます。 

【新美座長】  西川様、どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、ＫＤＤＩ株式会社執行役員渉外・広報本部長の古賀様からご説

明をよろしくお願いいたします。 

【ＫＤＤＩ（古賀）】  ＫＤＤＩ古賀でございます。本日、お時間を頂戴いたしましてあ

りがとうございます。資料４－１に沿いましてご説明させていただきます。 

 めくっていただきまして３ページ、４ページ、これは今、ＵＱからご説明がありました

ように、振り返りということで前回の検討会でのレビューでございます。特に４ページ目、

今ご説明ありましたようにＵＱからＫＤＤＩ、ＵＱが使っている２.５ＧＨｚのものについ

て卸ということでＷｉＭＡＸ２＋、これを卸提供受けまして、ＫＤＤＩの持っている周波

数、こういったものと合わせて、キャリアアグリゲーションなんかも使ってお客様に提供

しているという形態になっております。これにつきましては、ＭＶＮＯ様につきましても

同様に同じものが提供されているということでございます。 

 ５ページ目、ＵＱからもご説明ありましたとおり、前回の検討会と今回の論点、ここの

ところも特に交渉上の優位性のところをきちんと議論していただきたいというようなこと
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でございます。 

 ６ページ目でございます。交渉上の優位性ということで、ちょっと振り返らせていただ

きますと、まず一番最初に、いわゆる二種指定の制度ができたときに、当時はまだＭＮＯ

の音声の相互接続ということがベースになっておりまして、相手方に接続して通話を終端

させるということが必要だった音声の相互接続を前提にもともと、この加入者規模による

交渉上の優位性、これをもって規制をかけたというのが出発点と理解しております。その

後、市場環境が変化しまして、論点はＭＮＯとＭＶＮＯ、データの接続へということに移

ってきたのかなと思います。平成２３年、７年前ですけれども、ＭＶＮＯ促進の観点から

ということで、周波数割り当てを受けたＭＮＯとの接続必須性による交渉上の優位性、こ

ういった議論になったと理解しております。我々としては、ＭＶＮＯとの取引関係という

のは、需給状況、市場環境によって左右されるものであろうということで、こういったも

のが、環境が変化してきていると認識しております。持っている者が必ずしも優位とは限

らないのではないか。ですので、交渉上の優位性のところはきちっと議論した上で把握し

ていっていただきたいということでございます。 

 ７ページ目でございますけれども、状況変化の例ということで、もともとはａｕ、ＵＱ、

キャリアアグリゲーションして、ＭＶＮＯさん、相互接続して、端末に接続していました

というようなことでございます。ＵＱについては、ａｕに卸していますので、直接ＭＶＮ

Ｏとの交渉の中には入ってこないということでございます。徐々に環境変化という意味で

言いますと、左上、いわゆるＭＮＯ３社に加えてＢＷＡがＴＤ－ＬＴＥで入ってきました

ということで、現状で言いますと、こういったプレーヤーが入ってきております。ＭＶＮ

Ｏさんとしては選択肢が拡大していると。さらに端末もＳＩＭロック解除等々で、移行す

るのが容易になっているというような環境の変化があるのではないかということと、新規

の周波数の割り当て、いろいろいただいておりまして、こういったものでＭＶＮＯ様に対

するネットワークの供給リソースというのも拡大しているのではないかと考えております。 

 ８ページ目でございます。さらに将来ということで言いますと、５Ｇの時代がやってき

ますので、無線リソースがさらに豊富に供給されてくるということと、さまざまなニーズ

に応じた柔軟なコアネットワーク機能が提供されてくる。選ぶ側の優位性というか、こう

いったものが一層拡大するのではないかと思っています。こういったことも勘案して、議

論いただければということでございます。 

 ９ページ目、まとめ、ここのところのまとめでございますけれども、やはり前回の検討
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会の報告書を踏まえて詳細に議論・分析していただきたいということ、単純にシェアが

１０％だからということで指定ということはないように、不要なアンバンドル（接続料の

設定）を行う等、ルールが過剰にならないようにということかと存じます。 

 １０ページ目です。前回、ＵＱからＫＤＤＩのＷｉＭＡＸ２＋のネットワーク提供につ

いて、いわゆるミルク補給ではないかというようなこともございましたので、我々そんな

ことは一切ございませんと。市場価格に照らし合わせて適正な料金で仕入れておりますと

いうことで、構成員限りでどんなことを勘案して協議した上で料金を決めているのかとい

うことを書かせていただいております。 

 １１ページ目、グループ間連携についてということで、これはＵＱからも説明があった

とおりです。 

 １２ページ目、今後、多様なＭＶＮＯ様、いろいろなものをあらゆる領域で提供して、

我々と一緒になって付加価値を提案していくのだろうと思っていますので、一緒になって

パートナーとしてやっていきたいと思っております。 

 １３ページ目です。前回出ました宿題のうち、弊社はまだテザリングで一部できていな

かったものにつきましては、１１月１日に全てについて実施済みということでございます。 

 １４ページ目、接続料でございますけれども、年々１０％超の低減傾向にあるというよ

うなことです。 

 １５ページ目、現状、どんな精算、接続料をＭＶＮＯ事業者との間で精算しているかと

いうような説明でございます。まず２０１８年度、今年度、精算するに当たりましては、

１７年度末に現行の接続料の算定をしております。左上のところです。これ、届け出をし

ておりますけれども、１８年度適用をするに当たりましてはＭＶＮＯ様との協議をしてお

りまして、協議の結果、将来もう少し安くなるだろうと、前年度、当年度の精算でもっと

安くなるはずだというようなことで合理的な額というのを協議はしまして、最終的にはＭ

ＶＮＯさんが、ではこのぐらいで精算してくださいというような、現行で言いますと

７６.５万円マイナスアルファの料金で精算しているということで、値下げの先取りをして

いるということでございます。さらに前年度精算・当年度精算の適用ということで、実績

原価でやっておりますので、こういったものが全てきちっと反映されているということで、

現行の制度が適切ではないかというのが我々の意見でございます。 

 １６ページ目、将来原価ですけれども、やはりモバイル市場につきましては、複数の事

業者が設備競争しておるということと、技術の進展が早いということがございますので、
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かなり将来のコスト需要というのを予測するのは困難、ぶれが大きくなるということで、

現行、ＭＶＮＯ様とよく協議して先取りしておりますので、こちらの方が適切ではないか

というのが我々の意見でございます。 

 １７ページ目、もし将来原価を導入するということであれば、少なくとも乖離額調整と

いうのは原則化が必要だろうということでございます。 

 いずれにしましても、１８ページ目でございますけれども、これまで接続料については

相当議論をしてやってきました。もし変えるということであれば、これについても十分検

討期間を設けて検討すべきということでございます。 

 １９ページ目、音声の卸料金ですけれども、我々、ＭＶＮＯ様との協議に基づいてリテ

ールマイナス方式で決定しております。今後ももう少し安くしてというようなご要望があ

れば協議していきたいということで、そこに構成員様限りで条件を書いております。 

 最後になりますけれども、飛んでいただきまして２２ページ目、ＩｏＴ時代にというこ

とが１つ議論になっているかと思います。ここにつきましても、ＭＶＮＯ様から要望を受

けまして、まずは、いわゆる卸提供ということで、既にこういったものは開始しておりま

す。今後もＭＶＮＯ様との協議によって、きちっと対応していきたいということでござい

ます。 

 ２３ページ目、おわりにということで、我々としてはＭＶＮＯ様、パートナーとして弊

社のネットワークを使って新しいサービス・体験価値を生み出していきたいということで

ございます。５Ｇ時代にも向けて、一層、通信市場の活性化に貢献していきたいというこ

とでございます。 

 以上です。 

【新美座長】  古賀様、ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、ソフトバンク株式会社渉外本部本部長の松井様からご説明よろ

しくお願いいたします。 

【ソフトバンク（松井）】  本日は、ご説明のお時間をいただきましてありがとうござい

ます。 

 それでは、早速、ソフトバンクより、資料の５に基づきましてご説明をさせていただき

ます。 

 めくっていただきまして、目次に沿いまして、まずは、これまでの取組からご説明をさ

せていただきます。 
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 ３ページ目をご覧ください。これまで総務省様の要請ですとか、自主的な取組によって、

ＭＶＮＯ様向け対応を随時実施しております。そのうち一部の取組につきましては、少し

この３ページ目がビジーなので、次のページよりご説明をさせていただきます。 

 ４ページ目をご覧ください。契約帯域変更工事期間に関する改善ですけれども、こちら

は昨年の１１月以降に、ＭＶＮＯ様のご意見もお聞きしながら、工事の手続期間の短縮で

すとか簡素化のために自主的に対応をしてまいりました。直近ですと、帯域変更までの期

間については、従来の約３分の１程度まで短縮し、あわせて文書のやりとりも簡易な書式

に変更を行っております。 

 ページをおめくりいただきまして、５ページ目、ネットワーク障害等の通知ですけれど

も、こちらは、従来は一般ユーザー向けのホームページの告知のみということで、丁寧な

対応はできていなかったので、２０１７年の１２月より個別のメール通知ということに変

更しております。一例としまして、下に書かせていただいていますが、今年の９月の台風

の際には、約２２回のメール通知をＭＶＮＯ様に対して実施しております。 

 続きまして、６ページ目、テザリングの機能の開放ですけれども、こちらもＭＶＮＯ様

向けに２０１８年４月より月額料金無料で機能提供を開始しております。 

 ７ページ目をご覧ください。新たなＭＶＮＯ様向けの装置の導入ですけれども、昨今や

はり大容量を希望されるＭＶＮＯ様が増えているということから、今年の２月、大容量の

トラヒックに対応した機器のメニューというものを新設してまいりました。こちらにつき

ましても、徐々にＭＶＮＯ様からの利用実績というのは増えているという状況でございま

す。 

 また８ページ目、ＭＶＮＯ様に対する情報開示の充実化ですけれども、こちらにつきま

しては、資料にありますとおり、障害時のＭＶＮＯ様への通知ですとか、弊社の網改造料

の算出・按分方法の追記といったことを適宜、接続約款に規定、追加、改定をしておりま

す。 

 続きまして、９ページ目、こちらも前ページの情報開示充実化の例示となりますので、

詳細は後ほどご確認いただければと考えております。 

 続きまして、目次の２項目、データ接続（卸）料金あるいは音声卸料金についてです。 

 １１ページ目をご覧ください。まずデータ接続料の推移ですけれども、データ接続料に

関しては、過去５年で８割減と大幅に低廉化傾向にございまして、他のＭＮＯ様からもあ

りましたが、弊社に関しましては、直近では２割弱ぐらいデータ接続料の料金というのが
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低廉化しているという状況にございます。 

 他方、ページをおめくりいただきまして、１２ページ目、データ接続料の精算方法につ

きましては、ＭＶＮＯ様から暫定精算の負担が大きいというご指摘があると認識しており

ます。 

 それも踏まえまして、１３ページ目をおめくりください。一時負担の軽減対策案をこち

らで示しております。具体的には、他のＭＮＯ様からも類似のご説明が一部あったかもし

れませんけれども、ＭＶＮＯ様の要望に対して、現状のＭＶＮＯガイドラインの中にも記

載がある、割引率を乗じた暫定値精算というものがございますので、こちらのルールを運

用することで一定の対応が可能なのではないかと想定をしております。 

 それを具体的に示したのが、ページをおめくりいただいた１４ページ目で、具体的な精

算スキーム案をご提案させていただいております。ページの左側のイメージ図は、先ほど

２ページ前で示しました現行のスキーム案でして、先ほどのとおり遡及精算額が大きくな

るというような傾向がございます。したがいまして、ページの右半分ですが、変更案と書

かれているところですけれども、こちらで示しておりますのが、割引率を乗じた予測値と

いうものを当初から適用する案となります。それにより、ＭＶＮＯ様との遡及精算額とい

うのが、以前よりは当然ながら少額化し、ＭＶＮＯ様の一時的な負担軽減を図ることが可

能ではないかと考えております。 

 なお、この場合のスキームの注意事項として、ページの下の破線の枠内に若干書かせて

いただいていますけれども、まず割引率を乗じた暫定値あるいは予測値につきましては、

予測の精度ですとか将来動向の不確実性により過少請求あるいは過剰請求、双方のケース

が生じ得ると考えております。したがいまして予測値の精算については、ＭＶＮＯ様に負

担のない形で、どういうやり方がいいかというのを協議の上で運用面を工夫することで検

討させていただきたいと思います。一例として考えておりますのが、資料には書いていま

せんが、ＭＶＮＯ様で暫定値の採用について一定の裁量をこちらから提示して決めていた

だくというようなやり方もあり得ると思っていますので、今後より具体案を検討しまして、

要望されるＭＶＮＯ様と協議をしてまいりたいと考えております。 

 ページをおめくりいただきまして、１５ページ目、接続料算定方式の透明性ですけれど

も、こちらについては接続料算定根拠を毎年度、総務省様に提出して適正性を確保してい

る認識でして、届出制の範囲においては十分な対応を実施しているものと考えております。

ただ、こちらにつきましても、認可制との違いというのは当然念頭に入れた上で、追加で
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何かできることがあれば前向きに検討してまいりたいと考えております。 

 次に、１６ページ目の不当な差別的取り扱いや競争阻害性の検証ですけれども、こちら

は年初に開催された検討会の中で一定の議論がなされたという認識でありまして、基本的

には卸契約届出、あるいは接続約款の規定の中で担保可能であると考えております。なお、

２番目の公平性確保に関する接続約款の規定につきましては、弊社では来年の１月に規定

することを予定しております。 

 ページをおめくりいただきまして、１７ページ、音声卸料金の低廉化ですけれども、こ

ちらもＭＶＮＯ様から要望があれば協議に応じるということで考えております。現状では

タリフベースのリテールマイナスということで、全てのＭＶＮＯ様に一律の料金を適用し

ているというのが実情ではありますが、例えば一例として、資料に書かせていただいてい

るようなボリュームディスカウント等の導入を行うなどで、ＭＶＮＯ様にとってもメリッ

トのあるような方法というのを検討してまいりたいと考えております。 

 １８ページ目の目次、続きまして、多様なサービスの提供の部分です。 

 １９ページ目をおめくりください。ＩｏＴメニューの提供につきましては、前提としま

して、当社では２０１８年の４月、今年の４月ですね、ＩｏＴサービスを商用化し、現在、

試験サービスも実施中です。サービスの立ち上げ期であるという点を前提としては考慮し

ていただきたいということがまず第一にございます。 

 ２０ページ目を開いていただきまして、ＩｏＴのような新サービスにつきましては、現

行のＭＶＮＯガイドラインにおいても、ＭＮＯの設備投資ですとかイノベーションに配慮

することなどについて記載されておりますので、その点も踏まえて整理が図られるべきも

のと考えております。ただ、資料の後ろに書かせていただいておりますが、現時点では設

備構成の違いなどから、すぐにＭＶＮＯ様にサービス提供するというのは困難ではあるの

ですが、今後のサービス進展に合わせて、ＭＶＮＯ様にも当該サービスの提供というもの

をできるだけ前向きに検討してまいりたいと考えております。 

 ページをおめくりいただきまして、２１ページ目、ＢＷＡに係るＭＮＯとＭＶＮＯ様の

公平性の視点です。こちらについては、キャリアアグリゲーション等のネットワーク連携

について、ＭＮＯとＭＶＮＯ様の公平性が求められている認識です。なお、注釈で書かせ

ていただいておりますが、当社グループではＢＷＡの事業者としてＷＣＰという会社がご

ざいますので、ＷＣＰの事業状況等については、この後、ＷＣＰよりご説明をさせていた

だきます。 
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 ２２ページ目をご覧ください。ＭＮＯとＢＷＡ事業者におけるキャリアアグリゲーショ

ン等の連携につきましては、そもそもＣＡ自体がＭＮＯ側の機能となりますので、ＷＣＰ

を二種指定することは解にならないと考えております。ですので、当社の方がＭＶＮＯ様

に卸の提供をすることで実現可能ではないかと考えております。それによるメリットは、

制度の見直しに伴う時間ですとかコストが削減可能であるということが挙げられると思い

ます。ですので、ＭＶＮＯ様からご要望いただければ、極力早期に機能をご提供させてい

ただくよう検討したいと考えております。 

 すみません、最後にまとめで、２４ページ目をご覧ください。今後の議論においてお願

いしたいことを記載させていただいております。当社としましては、モバイル市場の公正

競争のため、各課題については前向きに検討していきたいという所存です。他方で、直近

の料金低廉化ですとか、ＭＶＮＯの促進・保護といったような近視眼的な視点のみではな

く、モバイル市場の中長期的なビジョンというものを明確化、あるいは整理した上で具体

的対策について議論を進めていただきたいと考えております。したがいまして研究会全般

を通じて、是非ともバランスよい議論をお願いできればと考えております。 

 以降のページにつきましては、一問一答などの参考資料になりますので、後ほどご確認

いただければと思います。 

 ご説明は以上となります。ありがとうございました。 

【新美座長】  松井様、ありがとうございました。 

 それでは、引き続きまして、Wireless City Planning株式会社取締役の青木様からご説

明をよろしくお願いします。 

【Wireless City Planning（青木）】  Wireless City Planningの青木でございます。 

 お配りいただいている資料６に沿いましてご説明させていただきたいと思います。 

 おめくりいただいて、１ページ目は会社の概要ですので省きます。 

 ２ページ目ですが、当社のサービス形態ですが、ＢＷＡのサービスをやっておりますが、

主に事業者向けの卸サービスというのを提供しておりまして、ユーザーのいわゆる小売り

は現在やっておりません。あわせて提供形態は、Ｌ２接続と呼ばれているものについては

現状、未提供でございまして、今の卸提供先というのはほぼソフトバンクになります。 

 それを示したのが、おめくりいただいて、３ページでございますが、提供形態、エンド

ユーザーにはほとんどソフトバンクが提供している形で、当社のいわゆる契約数とか接続

端末数の９９％超がソフトバンクへの卸になってございます。 
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 そういったところを踏まえまして、４ページに交渉優位性について意見を書かせていた

だいていますが、ＷＣＰ社単体での交渉上の優位性というのは一切存在していないと考え

ております。下に前回の報告書もＵＱさんと同様に引用させていただいていますが、シェ

アだけではなくて、こういった交渉優位性も考慮してご検討いただきたいと思っておりま

す。括弧に書いていますが、具体的には、今１０％というのが明記されているというのは

認識していますが、例えばそのシェアを考える際に、ＭＮＯの卸については除外いただく

とか、そういった形の運用というのが考えられるのではないかと考えております。 

 続きまして、ネットワークの連携と構成の話ですが、５ページ目、６ページ目を見開き

で見ていただくとわかりやすいかと思いますが、５ページ目がソフトバンクとの契約形態

になります。当社がＢＷＡのアクセスサービスという形でソフトバンクにネットワークを

卸しておりまして、ソフトバンクがエンドユーザーに提供しているという形です。 

 ネットワークの機能につきましては、６ページで、いわゆるキャリアアグリゲーション

等の制御機能につきましては、ソフトバンクのネットワーク側で提供しているという形に

なってございます。 

 現状のこのソフトバンクとの関係を踏まえまして、７ページ、８ページに、ＭＶＮＯ様

にもほぼ同様の形態ということも考えられると思っておりまして、７ページですが、当社

からソフトバンクに卸している契約の中で、ソフトバンクがＭＶＮＯにも同様の卸をやっ

ていただくと。あわせてキャリアアグリゲーションの機能とかもソフトバンク側で一体で

提供するという形で公平性というのは担保できるのではないかと考えております。 

 最後、９ページに以上のまとめを書いてございますが、いわゆる同等性に関しては、ソ

フトバンク側にＢＷＡの再卸という形の提供義務を課す等のやり方があるのではないかと。

あわせてＢＷＡ事業者の二種指定につきましては、ほぼ、市場に我々は直接アプローチし

ていないのもございますが、市場支配力等、そういったことがないことを勘案してご検討

いただきたいと考えております。 

 説明は以上になります。ありがとうございました。 

【新美座長】  青木様、どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、リユースモバイル関連ガイドライン検討会の座長でいらっしゃ

います粟津様からご説明よろしくお願いいたします。 

【リユースモバイル関連ガイドライン検討会（粟津）】  リユースモバイル関連ガイドラ

イン検討会座長の粟津でございます。本日は、発表する機会をいただきまして、まことに
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ありがとうございます。私から、本検討会の取組について、資料７を使ってご説明いたし

ます。なお、本プレゼンでは、中古端末をリユースモバイル端末と呼びますのでご了承く

ださい。 

 １ページ目をお願いします。本日は、本検討会の概要、市場動向、ガイドラインについ

て説明いたします。 

 ２ページ目をお願いします。最初に、本検討会の概要になります。本年４月２７日に、

総務省より公表されました「モバイル市場の公正競争促進に関する検討会」報告書の提言

を受けまして、リユースモバイル・ジャパン、以下ＲＭＪと、携帯端末登録修理協議会、

以下ＭＲＲの有志企業により、リユースモバイル関連ガイドライン検討会を立ち上げまし

た。検討内容は、大きく分けて３つ、リユースモバイルの外装や内部評価も含めた格付基

準等の設定、端末内の個人情報消去、関連法令や企業が具備する要件になります。組織体

系は右図になります。 

 次のページをお願いします。本検討会の構成員ならびに構成団体の概要は、こちらのス

ライドのとおりでございます。本検討会は、７月より活動を開始しまして、各項目の検討

内容を議論、ガイドライン化を進めてまいりました。ガイドラインの初版公表は２月ごろ

を予定しております。 

 次のページ、４ページ目をお願いいたします。続きまして、リユースモバイルの市場動

向に移ります。ＭＭ総研のデータによりますと、国内のリユースモバイル端末の流通台数

は右肩上がりで伸びていきまして、２０２０年には３００万台を突破する予測になってお

ります。その他調査データ及びＲＭＪの統計データも記載しておりますのでご確認くださ

い。 

 ５ページ目をお願いします。ここから消費者動向の説明をいたします。総務省２０１７年

度年次レポートによりますと、リユースモバイル端末の利用経験者は約６％、今後利用し

たいユーザーを含めますと、理由ニーズが２０％を超えていることがわかります。利用済

み端末の９０％以上がみずから廃棄、保管または携帯電話事業者にて回収されておりまし

て、国内市場での流通は６％程度にとどまっております。 

 ６ページをお願します。リユースモバイル端末を利用したい理由といたしまして、約９割

の消費者が「安く買えるから」と回答しております。しかしながら、前ページにありまし

たとおり、利用済み携帯電話の流通量は十分ではありません。よって、廉価なリユースモ

バイル端末の流通促進が、今後のモバイル市場の公正競争の後押しにつながるのではない
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かと考えております。逆に利用しない理由として主に挙げられたのは、バッテリーや動作

での不安、衛生面での懸念などの外装や内部の品質でした。リユースモバイルを利用する

消費者の不安を払拭するためには、取り扱い基準が必要ではないかと考えております。 

 ７ページをお願いします。また、ＭＭ総研の調査によりますと、利用済み端末のセキュ

リティーに関しましても、セキュリティーに対する不安も消費者が下取り・売却を敬遠す

る理由となっています。よって、業界として標準的なセキュリティー対策も重要と考えま

す。 

 ８ページをお願します。これまでお話したリユースモバイル端末の認知度向上や消費者

の不安を払拭するため、ＲＭＪや各事業者にて本ページのようなさまざまな努力を行って

まいりました。しかしながら、消費者の不安を完全に払拭するまでに至っていないのが現

状でございます。 

 ９ページをお願いします。モバイル市場も端末回線分離プランやリユースモバイル端末

の国内流通促進などの動きを見せています。消費者が安心安全にリユースモバイル端末を

利用いただくためには、個社別ではなく業界として標準的な基準を作成し、広く周知する

ことが必要だと考えます。 

 １０ページをお願いします。以上を踏まえまして、本検討会では、消費者にとって安心

安全なリユースモバイル端末取引市場の形成と発展を骨子としまして、来年２月を目途に

ガイドラインを策定することといたしました。詳細は次ページ以降でご説明します。 

 １１ページをお願いします。ガイドライン（案）は、消費者がリユースモバイルを安心

安全に利用できるように、消費者のニーズ、リユースモバイル事業者が行うべき業務や具

備する要件、モバイル業界特有の課題、関連法令など５つの視点から構成しております。 

 １２ページをお願いします。本ガイドラインは調整中のため、構成員限りとさせていた

だいております。ご了承ください。ガイドライン（案）は、買い取り、検査・格付、販売

の業務フローに沿って整理しました。それらを法令等に基づいて、遵守しなければならな

い必須の事項、本ガイドラインに従う場合に求められる要求事項、対応することが望まし

い推奨事項の３つに分けて記載しております。消費者不安が大きい外装や品質関連、デー

タ消去に関しましても、本ガイドラインに定めたいと考えております。次ページ以降で主

要ポイントを解説します。 

 １３ページをお願いします。ポイント１つ目、端末本体の格付基準についてご説明しま

す。買い取り検査時の確認項目や販売の情報提示方法も定めまして、消費者に安心安全に
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ご利用いただける処理フローを規定する予定でございます。外装評価はＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｊの５段階、機能評価も盛り込む予定になっております。 

 １４ページをお願いします。ポイント２つ目、端末内の利用者情報処理についてでござ

います。手順として、端末内の初期化を行った後、原則として上書き消去を行う処理方法

を規定予定でございます。それにより、端末内のデータに関して消費者不安を解消できる

と考えております。 

 １５ページをお願いします。最後に、法令遵守や不正流通防止のために留意事項を盛り

込む予定でございます。それにより、市場の透明化につながり、消費者が今まで以上に安

心安全にリユースモバイルをご利用いただけるものと考えます。 

 １６ページをお願いします。これまで説明したガイドラインを確立し、事業者がガイド

ラインを遵守することで、消費者にとって安心安全にご利用いただけるリユースモバイル

市場を形成します。加えて、市場が活性化することにより、消費者の選択肢が増え、ＭＶ

ＮＯとのセット利用、２台目需要など、さまざまなニーズに応えることができます。これ

によりモバイル市場の公正競争に寄与すると考えます。 

 １７ページをお願いします。本ガイドライン初版の適用範囲は、青色破線のリユースモ

バイル端末事業者を想定しております。 

 １８ページをお願いします。本検討会のロードマップになります。消費者不安を払拭し、

安心安全な市場形成と発展に向け、来年度以降も消費者や行政及び事業者の意見を取り入

れながら、引き続き議論をしてまいります。それとともに事業者認定制度に向けた取組や

リファビッシュ製品、ネットワーク利用制限等の市場に関しても取り組んでいく予定でご

ざいます。 

 １９ページをお願いします。最後になりますが、私たちには消費者に低廉かつ品質のよ

いリユースモバイル端末を提供する責任がございます。消費者が安全に安心してリユース

モバイル端末を利用できる世の中を目指します。 

 ありがとうございました。 

【新美座長】  粟津様、どうもありがとうございました。 

 今まで事業者の皆様から大変貴重なお話をいただいてきたところでございます。 

 それでは、それらに関連しまして、質疑応答に移りたいと思ってございますので、どう

ぞ、ご発言の方は挙手をお願いいたします。 

 それでは、佐藤先生、お願いします。 
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【佐藤構成員】  ありがとうございます。伺った話の中で、私としては、幾つか大事な

ポイントとして、卸料金の話、接続料金の話、ＢＷＡとかのグループドミナンス等競争上

の問題と、あと端末流通の話があったと思います。私もまだ全体を理解できていないとこ

ろがあるので、分からないところを幾つかと、疑問に思ったところを質問させていただこ

うと思います。 

 一番初めは、卸の料金についてです。卸という形なので、不透性や適切性に問題がある

と思っています。ＫＤＤＩさんにまず質問するのは、ＫＤＤＩは固定網の光のアクセス等

の議論で、「卸料金というのはコストベースじゃないので、透明性・適切性に問題・課題が

ある」と主張してこられたのですが、卸に関して、その見解は何か変わったということで

すか。それからドコモさんは、２０１１年ぐらいから長く卸料金を変更していないという

ことだと思いますが、ＫＤＤＩさんは何年ぐらい卸料金というのは下げていなくて、下が

っていない理由はなぜですか。あと同じような質問でソフトバンクさんに伺います。ソフ

トバンクは、幾つかのポイントで前向きに答えていただいているところがあったと思うの

ですけれども、音声卸料金については、リテールプライスの３割引で、要するにコストじ

ゃなくて料金から差し引いて卸の料金設定をしていますと言われた。リテールプライスで

すが、一番高い料金はずっと変わらないので、それから３割引いても卸料金は変わらない

ということになってしまう。けれどリテール料金ではいろいろな割引サービスがあり、ユ

ーザーから見ると実態としてリテールプライスは下がっていると言えると思います。そう

いう意味ではそういう割引サービスを踏まえて、リテール料金が下がっていることを反映

して、プライスインデックスみたいになるのかもわかりませんけれども、卸料金を下げる

余地があるのではないかという考え方があります。先ほどボリュームを考慮した割引を考

えていると言われたけれども、割引料金を含めて実態としてユーザー料金が下がっている

中、卸料金を引き下げる余地をどう考えておられますか。 

【新美座長】  ありがとうございます。 

 ＫＤＤＩさんとソフトバンクさんにそれぞれご質問だと思いますので、まずＫＤＤＩさ

んからお答えをお願いいたします。 

【ＫＤＤＩ（古賀）】  ＫＤＤＩでございます。まず１つ目が卸料金の話かと思います。

我々としては、ＮＴＴ東西さんの光卸について公表されていないと、約款化もされていな

いということで問題じゃないかというようなのはずっと主張させていただいております。

モバイル市場と固定のＮＴＴさんのシェアが７割以上ある市場とは、やはり違うのではな
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いかというのが我々の主張の根拠でございます。ＮＴＴさんの卸については、基本的には

もう我々自分で設備投資してやっているものもありますけれども、非常にシェアとしては

低いという一方で、モバイル市場については、モバイル３社が寡占じゃないかというご指

摘はありますが、我々としてはきちっと競争してやっている、そこについての卸料金とＮ

ＴＴ東西さんの卸料金というのでは、ちょっと位置づけが違うのではないかということで

ございます。ただ、我々も卸料金について、全く下げないとか、不透明だとかというよう

なことのご指摘であれば、我々としてもこうやって提供しているものについては、こうい

った場で、構成員限りではございますけれども、お示ししたり、グループの企業とか多く

のユーザーさんを持っている事業者との卸料金については総務省様にもご報告をしており

ますので、そういったところで適正性は検証していただければと思います。 

 音声の卸料金については、確かにデータの接続料と比較しまして、あまり下がっていな

いというのは事実でございます。これについては、基本的にはＫＤＤＩのこのネットワー

クをそのまま再販するというような形の形態になっておりまして、下がっていないという

ご指摘であれば、今後協議をした上で、もう少し下げられる余地がないかというのは検討

したいと思います。 

 以上でございます。 

【新美座長】  ありがとうございます。 

 それでは、続きまして、ソフトバンク様、お願いします。 

【ソフトバンク（松井）】  資料に書かせていただいたボリュームディスカウントはあく

までも例示ですので、それにこだわるものではなくて、今、佐藤先生がおっしゃっていた

だいたような、基準値のようなところから今までいろいろな割引が追加でかかっていると

かを考慮した上で、そこから、それをベースに考えていくというのは当然あり得ると思い

ます。今後、モバイル料金というのも、来年度にどういう形になるか分からないですけれ

ども、比較的低廉化というものを求められている部分もありますし、そういったことを考

慮して、幾つかのやり方の中でベストなことを検討していきたいと思っていますというの

が１点です。 

 弊社にはちょっとお聞きいただいてはいないのですけれども、固定の話は弊社も気には

しておりまして、ＮＴＴさんのコラボ光を非常に使っている会社でございますので、我々

もなかなか逆の立場で、ＮＴＴさんとの協議の中では、個別協議の部分もあるので、ここ

ではちょっとテーマが違いますので言いにくいのですが苦労している部分もありますので、
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そのあたりは検証会議の中でも、総務省さんが別でやられている会合ですけれども、テー

マに上がっているという認識ではありますが、卸だからもう何もしなくて事業者間協議任

せというのがいいのか、もう少し総務省さんなり外部の方で、チェック体制みたいなもの

が必要なのかということは、今後の政策の課題というか議論すべきポイントなのではない

かなと思っている次第です。 

【新美座長】  ありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。 

【佐藤構成員】  今のソフトバンクさんのお答えは、少し前向きに提案していただいた

ように思います。卸料金の問題について、ＫＤＤＩさんでは、固定と移動では既存事業者

の市場シェアが違うという話をされたと思うのですけれども、長く接続の制度をやってき

た人間としては、卸料金制度そのものにやはり何らかの不透明性・不適切性とかあると思

っています。ソフトバンクが言われたように、ここは検討してみる価値はあると思います。

敢えて言えば、今回もこういう会議があって初めて、MNO 各社から卸料金下引き下げを検

討しますという前向きの提案が出てきたように思います。やはり卸に関しても透明性や適

正性について何らかの課題があると思っています。 

【新美座長】  ご指摘は非常に大事だと思いますので、今後の大きな課題になるかと思

います。 

 ほかにご質問、ご意見ございましたらどうぞよろしくお願いします。 

 では北さん、お願いします。 

【北構成員】  野村総研の北でございます。リユースモバイル・ジャパンに質問がござ

います。１７ページについてですが、今日プレゼンしていただいた内容とは少しずれる質

問をあえてさせていただきます。粟津さんの意見としてお伺いしたいのですが、この１７ペ

ージの下の点線の中、今日ご説明していただいた取組、本当にしっかりとやっていただい

て感謝申し上げます。私は、この点線の上の部分について興味があります。この下のリユ

ースモバイルの流通の仕組みが整うと、上の矢印の一番上、仲介事業者というところから

海外市場に太いブルーの線が出ていますが、これが今後期待できるということで、下にオ

レンジの矢印がかなり勢いよく書かれております。それと端末メーカーさんというところ

から、かなり太い緑の線が出ておりますけれども、本当にこれは期待できるのか。もし期

待できないのであれば、何が問題で、どこを正せば、この線が実現されるのかというご意

見を是非いただきたいなと思います。 
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【新美座長】  それでは、粟津様、よろしくお願いします。 

【リユースモバイル関連ガイドライン検討会（粟津）】  ご質問ありがとうございます。

線の太さに関しましては、今後の願望も含めての太さになっておりますので、ご了承いた

だければと思います。緑色の線とオレンジ色の線は、今回のガイドライン、初版以降、更

新する予定ですけれども、こちらのガイドラインができたときには、私どもの市場規模も、

リユースモバイルのニーズが増えるとともに伸びると思いますので、ここの商流が伸びる

のではないかと思っております。マーケットの阻害要因としましては、先ほどご説明もさ

せていただいたのですけれども、やはり消費者の認知であったりとか、あと私ども、検品

の品質とか、そこの部分もしっかりと行った、ガイドラインを定めて遵守した上で、まず

はマーケット内の土台を、このガイドラインでしっかりとした上で、国内流通を含めた商

流を期待したいなと思っております。 

【新美座長】  ありがとうございます。 

 北さん、よろしいでしょうか。 

 ほかに、それでは、ご質問、ご意見ございましたらどうぞよろしくお願いします。 

 ではどうぞ、よろしくお願いします。西村さん。 

【西村（暢）構成員】  西村でございます。各社ともに構成員限りでもデータを示して

いただきまして、これは非常に説明もしていただきまして評価されるべきことかなと思っ

ております。この面でも適正性の確保、特に接続料の文脈ですと、適正性の確保というも

の、それから透明性の確保というのもいい方向に向かっているのかなと思っております。

少しこれはＮＴＴドコモ殿に質問ということですけれども、いただいた資料の３枚目のと

ころに、各社ともにですが、接続料が低廉化している。したがってこのＭＶＮＯというも

のの契約者数も上がっているというようなご説明をされておられました。質問というのは、

例えばこの接続料というものを総務省の検証を受けることによって、これが下がっている

というふうにお考えなのか、接続料が検証を受けることによって適正化されている、そこ

と低廉化されているところの関係というのがあるのかお伺いさせていただければと思いま

す。まずはよろしくお願いいたします。 

【新美座長】  それでは、ドコモさん、よろしくお願いします。 

【ＮＴＴドコモ（榊原）】  ＮＴＴドコモでございますが、確かに今、接続料は接続約款

になっておりまして、総務省さんで検証を受けておって、透明性の確保はできていると思

っていますが、検証があるから下がっているというよりも、やはり技術革新、スマートフ
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ォン化され、今後５Ｇになっていって、どんどん映像というようないろいろなリッチコン

テンツが出ていっていることから、トラヒックが非常に膨大に伸びていると。我々も設備

の効率化をして、コストも抑えていっているという企業努力といいますか、そういったも

のによってどんどんパケットの単価が下がっている。だからどうしても接続料というのは、

そもそもそういう環境の変化だったり技術革新によって生まれてきているものだと思いま

す。それを接続約款化し、総務省さんで検証をしっかりしていただいて、透明性の確保に、

そちらは寄与しているのかなと考えております。よろしいでしょうか。 

【新美座長】  よろしいですか。 

【西村（暢）構成員】  引き続いてよろしいですか。 

【新美座長】  はい。 

【西村（暢）構成員】  今の説明でよくわかりました。検証という側面からいいますと、

第一種の方は認可制を敷いていて、二種とは全く違う制度で検証というもの、それから接

続料の公平、適性、透明性というものが確保されているというふうに理解しております。

ただ、気をつけなければいけないのは、二種の場合、制度的に、これ、もちろん検証が行

われているというのは届け出制のもとでございますけれども、逆に一種との大きな違い、

つまり審議会に対する諮問というような形で二種の方は全く手がつけられていない。語弊

があるので正確に申し上げますと、変更命令の際、諮問という形をとられる、そういうふ

うに制度上なっております。こういった極めて高い適正性、透明性というものは、今後、

今、ＮＴＴドコモもご指摘のとおりですけれども、新しいサービスと新しい技術等の進展

によって、やはり検証というものもより深く関与していかなければいけないような印象を

持っております。ここからは個人的な考えですけれども、一種と二種の違いをもちろん議

論しなければならないというのはよくわかるのですが、二種において、今の法令上は変更

命令のみの諮問という形ですが、ここもやはり検証すべき、あるいは議論すべき段階に来

ているのかな。今後を見据えてですけれども、というふうに考えております。 

 以上でございます。 

【新美座長】  ありがとうございます。それは一応コメントとして。 

 どうぞ。松井さん、お願いします。 

【ソフトバンク（松井）】  ちょっと補足ですけれども、二種の接続料に関しても、当然、

技術革新みたいなものの結果で下がってきているというのは一面としてあるのですが、弊

社の資料の３ページにもありますとおり、ここ数年でいろいろな制度が変わってきていま
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して、例えば報酬の考え方の見直しですとか、少し前ですと設備容量の需要の取り方の変

更、こういったものは、ルール上で変わって、単なる技術革新とかサービスの進展、競争

の進展だけではなくて、ルールが変わったことによって、先ほど各社さんが１割下がった

とか２割下がったというお話をさせていただいていましたけれども、その結果として、か

なり弊社で言うと５年で８割ぐらい下がっているという状況もありますので、ちょっと

１点だけ誤解がないようにコメントしたかったのが、検証だけではなくてそういったルー

ル改定みたいなものも並行してここ数年、かなり頻繁に行われているということだけはご

理解いただければと思います。 

【新美座長】  ありがとうございます。 

 ほかにご質問。 

 どうぞ、大谷さん、よろしくお願いします。 

【大谷構成員】  各社からの丁寧な説明を聞かせていただきましてどうもありがとうご

ざいました。ちょっと感想めいたところになるのですけれども、ソフトバンクの松井さん

が資料の最後２４ページのところで、やはり中長期的なモバイル市場のビジョンというの

をしっかり考えたほうがいいですねと締めくくられたことについては感銘を受けまして、

やはりそこに立たなきゃいけないなというのを改めて感じさせられたところです。ただ、

中長期ビジョンといいましても、やはり５ＧとかＩｏＴの世界になると、なかなか先行き

というのをコントロールできる話でもないですし、できるだけイノベーションを活性化さ

せるためには、どちらかといえば過剰規制にならないようにという配慮が精いっぱいでは

ないかと思われるところもありまして、各社から、例えばドコモさんの資料では６ページ

の部分ですし、ＫＤＤＩ様の資料では２２ページのあたりですけれども、ＩｏＴですとか

５Ｇのあたりについては、今の検討しているモバイル市場のルールとは、少し別なものを

何か分けて考える必要があるのではないかなという感想を抱いております。また、そこの

部分についてもどこまで、現状のルールをそのまま適用できない領域があるとして、何の

ルールもないという状況でもおかしいと思うので、そこにふさわしいルールというのは何

なのかというのを改めて考えたいなと思っているところです。 

 あとちょっと各社からご説明をいただいた中で、ＵＱコミュニケーションズ様から、か

なり具体的に二種指定についての課題などについての議論というか資料をいただいており

まして、おっしゃるとおりだなと思いますのが、資料の４ページのあたりですかね。会計

システムをつくり上げるのに一定の時間がかかるということ、もっともだと思いますので、
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今回、端末の台数ということでは対象になり得る状態になっていますので、今からでも社

内的にシミュレーションしていただいて、今の時間を十分に活用していただければなと思

っております。そして我々の側も一定の時間の猶予があるようなやり方をとらなければい

けないなと思っています。 

 それから同じページの下の部分ですけれども、やはり過去のルールですので、キャリア

アグリゲーションを前提とした場合は、このアンバンドル機能の提供について、音声役務

を前提とした機能提供というのは無理だと思いますので、そういったところの適用がない

形で補正したルールを改めてつくり上げなければいけないと思っておりますので、丁寧に

お示しいただいてよかったのではないかと思います。 

 同様に、ＫＤＤＩ様からも幾つかご指摘いただいている中で、資料では８ページのとこ

ろになるかと思います。端末数の考え方ですかね。８ページの資料の下のところですけれ

ども、複数のネットワークを１つの端末で利用することが当然となる時代、既に到来して

いるわけですが、現行の端末設備数を根拠とした指定設備制度を継続すべきかという問題

提起をいただいております。端末設備数を根拠としたというよりは、その端末設備数の数

え方などについて、やはり共通理解を得るようなルールを明確にしていく必要があると思

いますし、過去のさまざまな資料も考え合わせながら、端末設備そのものというよりは、

ネットワークへの接続の回線の数などを正確にカウントし、その交渉力といったものにつ

いて精査できるような枠組みがやはり必要なのではないかと考えている次第です。 

 そしてようやく質問なのですが、その関係でやはりよくよく認識しておきたいなと思い

ますのが、ＫＤＤＩ様から前回の検討会から引き続いてよく見なれた４ページのところの

資料なのですけれども、交渉上の優位性については、もちろんきっちり検討する必要があ

ると思っておりまして、ここではＵＱさんからの水色の線が、矢印が出ていて、そしてａ

ｕの周波数というオレンジ色の太い矢印があって、キャリアアグリゲーションができてい

るということなのですが、ＵＱコミュニケーションズからの電波というのは全体の大体何

割ぐらいを占めているというふうに理解して、このイメージをつくり上げればよいのかと

いったところは是非押さえておきたいポイントかと思います。細かい情報を出しにくいと

ころもあるかと思いますので、大ざっぱに言えば何割とかというようなご説明をいただけ

ましたら、今後の検討に大変役に立つものだと思われますのでよろしくお願いいたします。 

【新美座長】  ありがとうございます。 

 それでは、ＫＤＤＩさんからただいまの質問に、なかなか機微にわたるところもあるか
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と思いますが、答えられる範囲でお願いします。 

【ＫＤＤＩ（古賀）】  ご質問の件ですけれども、機微な情報になりますので、ちょっと

帰りまして検討をさせていただきます。すみません。 

【新美座長】  どうもありがとうございます。 

 ほかに。 

 どうぞ、長田さん。 

【長田構成員】  ありがとうございます。１つ質問は、リユースモバイル関連ガイドラ

イン検討会のお話、本当にとてもいい取組をしていらっしゃるなと伺いました。最後のペ

ージでも、消費者が安全に安心してリユースモバイル端末を利用できる世の中を目指しま

すと言っていただいているわけですが、この取組はガイドライン策定のところから消費者

側の視点がどの程度入っていくのかというのが非常に大事なのではないかと思うのですが、

現段階で、この検討会にはそういう立場を代表する人が入っているのかどうかというのを

教えていただければと思っています。 

 それからもう一つは、今度は意見になるのですが、今後その先、将来、ＭＮＯの皆さん

に対してですが、将来に向けてイノベーションを阻害しない方向での新たな検討をという

ようなお話をいろいろいただいていると思うのですけれども、確かに５Ｇの時代、ＩｏＴ

の時代になってくると、我々消費者側からしても、利用している者と契約している者とか

がどんどん複雑な関係になっていくだろうなとか、自分ではそれは使っているのか使って

いないのか分からないような状態の中で利用していくというようなこともいっぱいあるの

だろうなということは想定されています。そういうときに、イノベーションがどんどん促

進されていくということは、我々にとってもいいことかもしれませんが、それが気づかな

いうちに利用者というか消費者が何か不利な状況になっているということも非常に問題だ

と思いますので、具体的なサービス提供のイメージみたいなものが、できるだけ早く提供

されて、そこに我々消費者も議論に参加ができるというようなことを是非実現するといい

なと思っています。これはもう思っていますという話ですけれども、そこがやっぱり必須

ではないかと思いますということをお伝えしたいと思います。 

【新美座長】  ありがとうございます。後段はコメントということでございますので、

リユースモバイル関連ガイドライン検討会に対するご質問ということですが、粟津さん、

よろしくお願いします。 

【リユースモバイル関連ガイドライン検討会（粟津）】  ご質問ありがとうございます。
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資料の３ページをご覧いただきたいのですけれども、３ページの左上が当検討会の構成員

一覧になっておりまして、消費者の団体は加盟していないのですが、調査会社もオブザー

バとしてＭＭ総研さんも入っていただいていますし、各社のお客様の声を聞いたプラス店

頭とかウェブ等でもアンケート等を参考にしまして、ガイドラインを進めさせていただい

ております。 

【長田構成員】  それはわかりました。ただ、何というか、より広く、たくさんの人に

理解をしてもらうということがすごく大切だと思いますので、まだ検討中でなかなかオー

プンにできないことはあるかもしれませんが、こういうことを検討していると、大まかに

こういう感じでいきたいということを早くお知らせをいただいて、消費者団体もいろいろ

ありますし、いろいろな声をもうちょっとオープンにお集めになることがいいのではない

かなと思いました。 

 以上です。 

【新美座長】  どうもありがとうございます。 

 それでは、関口さん、お願いします。 

【関口構成員】  ２点質問させていただきたいと思います。１点は、データ接続料につ

いての暫定精算に関して、ドコモさんが３ページあたりで支払い猶予制度という形でご紹

介いただいて、ＭＶＮＯの予見性向上ということについても言及されていらっしゃいます

し、ＫＤＤＩさんは１５ページで、これも値下げの先取りという形で支払い猶予という言

葉を出されていらっしゃって、いずれにしても接続料が下がっているという状況の中で、

ＭＶＮＯさん側に一定の資金的な資金繰り上の配慮をして差し上げるということを各社さ

んが自主的におやりになっていらっしゃるという状況は、ある意味で、ソフトバンクさん

はやってらっしゃらないのかもしれませんが、このような猶予の制度を各社さんみずから

おやりになるという状況自体が、制度としてもう少しそういったことを早目に手当てすべ

きだったという反省があるのですが、ここについては、例えば交渉の過程において、ＭＮ

Ｏさん側とＭＶＮＯさんとの間での情報の提供という観点で、どの程度の見積もりで下が

りそうだという、結果としての支払い猶予額は提示されるのだとは思うのですが、その数

字の裏づけとなるデータってどの程度お出しになっていらっしゃるのかについて、ＭＮＯ

各社さんから状況を少しご説明いただければと思います。これが第１点です。 

 それから第２点は、ＢＷＡに関してですので、ＫＤＤＩさん、ＵＱさんと、それからソ

フトバンクさん、ＷＣＰさんに対しての質問なのですけれども、設備事業者としてＭＶＮ
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Ｏに設備を貸すという観点からすると、交渉の場に立つか立たないかにかかわらず、交渉

の優位性ってあるように思うのですが、それはないのでしょうかというのが１点。それか

らもう一つは、この算定に関して、コストベースじゃなくて何を基準にして出すかという

観点で言うと、ＫＤＤＩさんの資料で言いますと、１０ページ目のところで、市場価格に

照らし合わせて適正な料金で仕入れているというふうに説明をされていらっしゃいます。

なぜこのときに、適正原価プラス適正報酬という形での rate of return 方式で数字が出て

来なくて、ここだけに市場価格が出てくるのかということについては、設備制度の中で市

場価格を参考にする制度ってあったかなと思うと、指定外であるという現状から、ここは

交渉事でしょと言われると、現状ではそのとおりなのですが、本来であれば、一定の設備

をＭＶＮＯにお貸しになるときの原価算定についてはコストベースであるべきではないか

と思うのですが、ここについても２グループさんからご意見を賜れればと思います。 

【新美座長】  ありがとうございます。 

 まず最初にＭＮＯ各社さんにということですので、あと２点はＫＤＤＩさん、あるいは

ソフトバンクさん関連になりますので、ここでは順番に、関連する質問について、それぞ

れドコモさん、それからＫＤＤＩさん、ソフトバンクさんの順でお答えいただければと思

います。よろしくお願いします。 

【ＮＴＴドコモ（榊原）】  ＮＴＴドコモから支払い猶予制度についてご説明したいと思

います。こちらは、おっしゃられたとおりで、制度化されていない中でＭＶＮＯさんとの

交渉の中でＭＶＮＯさんの要望を受けて実施してきたものでございます。平成２５年度か

らやっておりまして、資料にも書かせていただいておりますけれども、やはりモバイルと

いうのは競争市場でございます。先ほど言ったとおり技術革新も非常に激しいものがあっ

て、将来を予測するのは非常に困難でして、では猶予率ってどうやって定めているのかと

いいますと、前年度の接続料の実績ですね、その実績に基づきまして、今は５％刻みで、

例えば１８％下がったのだったら翌年度の接続料は１５％下げてやろうといった実績に基

づいて実施しております。こちら、ＭＶＮＯ全ての事業者さんに実施しているわけではな

くて、やはりそれを求められる事業者さんもいれば、そうでなくて、もう実績が出てから

でいいというのも、精算行為が２回走るとか、やっぱりその手間があって、そういうこと

を嫌う事業者さんも実はいらっしゃって、約半数ぐらいのＭＶＮＯさんが要望され、それ

を実施しているということでございます。実際それを利用されているＭＶＮＯさんは、や

っぱり予見性も高まるし、実際差ってほとんどないのですね。それは１年先ぐらいの将来



 -30- 

というか、そちらを見ているだけですので。それが複数年になってくると、また非常に予

測が難しく、乖離もでかくなってくるんじゃないかなと思いますが、そんなことを今やら

せていただいています。 

 まさに関口先生がおっしゃられたとおり、制度として入れないとやらないというもので

はなくて、我々ドコモはこれまでもＭＶＮＯさんとそういう交渉の中で自主的にやってき

たこともあるので、規制がないと下げないとか、規制がないとやらないということではな

いので、やはり今後のイノベーションも鑑みて、自主的な取組に委ねられる部分は是非委

ねていただきたいというのがドコモとしての要望でございます。 

 以上です。 

【新美座長】  それでは、ＫＤＤＩさん、それからＵＱさんもコメントありましたらよ

ろしくお願いします。 

【ＫＤＤＩ（古賀）】  ＫＤＤＩでございます。１つ目のデータ接続料の支払い猶予に当

たって、ＭＶＮＯとどういうような情報をやり取りしているのかということですけれども、

簡単な算定の根拠みたいなのは提示しておりますが、やはり経営の情報、特にモバイル市

場は競争環境で他社もいらっしゃいますので、なかなか精緻なものまでというわけにはい

きませんけれども、そういうようなものを参考にというようなことです。将来については、

正直我々も正確に分からないということがあって、過去の傾向であるとかを協議の中で共

有した上で、我々としては最終的にはＭＶＮＯさんにご納得いただくということで、我々

の資料にＭＶＮＯが決定と書かせていただいているのですが、最終的には合理的な範囲で

ＭＶＮＯさんに暫定精算値は決めていただくというような方法をとっております。それで

一定の納得をいただくというような形です。 

 ２点目のＢＷＡにつきまして、設備を持っているのであるからＭＶＮＯに対して何らか

の優位性があるのではないかというようなお話で、設備を持っている指定設備制度の中で

あれば、算定は適正なコストと報酬、公正報酬のようなものになるのではないかというよ

うなご指摘だったかと思うのですが、我々としてはＭＮＯ、設備の市場についても、それ

なりの新規参入であるとか、供給があって市場原理が成り立つのであれば、本来は市場価

格に任せるべきではないかと思っています。ただ、それが働かないということで、特にＭ

ＮＯ３社においては接続料、本来は交渉上の優位性という観点からの二種指定制度で公正

報酬率かと思いますけれども、特にＢＷＡ事業者のように、実態として自社でのシェアと

いうのはあまり高くない、１０％今後行くのかどうかというのはございますが、そういっ
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た小さい事業者につきましては、対ＭＶＮＯに対しても交渉上の優位性というのは必ずし

もないのではないかと思っています。ですので、本来は我々としては競争が機能していれ

ば市場価格と思います。 

 以上でございます。 

【新美座長】  それでは、ＵＱさんで何かありますか。 

【ＵＱコミュニケーションズ（西川）】  交渉上の優位性の議論でございますけれども、

私どもがＫＤＤＩ経由で出しているものにつきましては、やはり特に交渉上の優位性がな

いと考えておりますし、残りのＫＤＤＩ以外、出している、特にルーター事業につきまし

ても、９割以上、ほとんどがＭＶＮＯ様に売っていただいているということでございます

ので、逆にＭＶＮＯに、交渉に優位性が逆にないというのが現状でございまして、売って

いただかないと私どもの事業は成り立たないという状況でございます。 

 以上でございます。 

【新美座長】  ありがとうございます。 

 それでは、続きまして、ソフトバンクさん、よろしくお願いします。 

【ソフトバンク（松井）】  まず１点目、弊社に聞かれていたか分からないのですけれど

も、暫定値の精算の観点に関しては、ほかの各社さんもおっしゃられていましたが、予測

値を特に中長期的にお出しするというのは非常に難しいので、ほかの会社さんもいろいろ

工夫されているみたいですけれども、ＭＶＮＯ様に対して幾つかの水準というものを提示

させていただいて、その中から選んでいただくというようなことというのも検討できると

思いますし、当然、逆に返していただくというのも、選んだ水準によってはあり得るので

すが、予測値暫定精算というものを毎年続けていけば、そこがほぼほぼ将来原価方式のよ

うな形でＭＶＮＯさんにとっては、キャッシュ上は極めてそれに近い効果で負担が低くな

ると考えておりますので、そのあたりは、ＭＮＯの中で全く同じ画一的なルールがいいの

かどうかというのは今後議論だと思うのですけれども、ＭＶＮＯ様の個別の要望とかもお

聞きした上で、少し我々の中でよりよい案を考えていきたいというのが精算の観点です。 

 ２点目のＢＷＡの話に関しては、ＷＣＰに関しては、ちょっと私が言う話でもないので

すけれども、説明もあったようにＷＣＰに関しては、小売りをやっていないということと、

あまり認知度も高くなくて、エリアもそんなに多くなくて、実質的に設備も非常にプアだ

というところもあります。実際、加入者がそれなりに多くなったのは、結局のところソフ

トバンクの方が、ソフトバンクの周波数とＷＣＰの周波数を双方利用できるスマートフォ
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ンというのを出したことによって、たまたま１０％という閾値に達したということで、Ｗ

ＣＰの市場支配力とか交渉優位性というものは、基本的には弊社としてもないものと考え

ています。 

 二種指定に関しては、先ほどプレゼンの中で申し上げたとおり、キャリアアグリゲーシ

ョン等について、ＭＮＯ側である当社の機能になりますので、当社側の対応で足りると思

っておりますし、卸の提供でいいのではないかというお話はさせていただいたのですが、

卸だから何でも料金が適当でいいというふうなことで考えているわけではございません。

きちんとＭＶＮＯさんに納得いただけるような料金、極端な話、今ソフトバンク単体の接

続料で設定しているのとほとんど変わらないとか同額のような料金で、そういったキャリ

アアグリゲーションのような連携機能を提供するということもできると思いますので、先

ほど申し上げたようにコストとか時間の観点では、そちらの方がＭＶＮＯ様にとってもよ

りメリットが高いのではないかと考えている次第です。 

【新美座長】  ありがとうございます。 

 ＷＣＰさん、何か補足にコメントございますか。 

【Wireless City Planning（青木）】  今の松井さんにちょっと補足する形ですけれども、

卸料金というか交渉優位性の話もそうなのですが、ＢＷＡの規制の話を念頭に関口先生に

ご質問いただいたと思うのですけれども、今、松井さんがおっしゃったように卸だから何

をやってもいいという形ではなく、現状でもしっかり我々のコストとか、お話ししたとお

り、小売りをやっていないものですから、ほとんどソフトバンクからの収入で会社を維持

していかなければいけないという意味では、適正な利潤を乗せた形でやっているというの

が１つと、あとご説明したとおり、今Ｌ２とかでほかのＭＶＮＯさんにまだ提供はしてい

ないのですけれども、仮にそれをやるとなっても、既にＭＮＯ３社で、ある程度卸の市場

価格というのですかね、それもだんだんでき上がりつつあるという認識を持っておりまし

て、ほかに我々ＢＷＡ事業者は、指定という形でその接続料金とか、そういった義務とか

規制を課せなくても、必然的にＭＶＮＯさんが使いやすいような料金というところに自然

と落ちつかざるを得ないと思っていますので、特段新しいＢＷＡの規制は必要ないと考え

ております。 

 以上です。 

【新美座長】  ありがとうございました。 

 質疑応答、中には議論も入っておりますけれども、何かございますでしょうか。 
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 では佐藤さん、どうぞ。 

【佐藤構成員】  まず接続の話ですけれども、接続料金は確かに下がっていますと示さ

れています。技術が変わり、サービスが変わり、需要が変わり、コストが変わっていく。

そんな中で接続料も下がってきます。ソフトバンクが言われたことはやはり大事で、制度

が変更されることで、料金がさらに下がっているところがあって、数年前にソフトバンク

の自己資本利率を下げることで接続料金下がったこともありました。競争の進展に合わせ

た制度変更はやはり必要なことだと思います。固定網も１０年、２０年かけて、市場環境

に合わせて制度設計、制度変更してきました。やはり競争環境整備のための制度設計が大

事だと思います。モバイルもインフラとしての重要性が高まっている、また接続ルールを

つくったとき当初というのはＭＮＯ間の接続というのを主に考えていたのですが、その後

ＭＶＮＯ算入し、インフラ競争からサービス競争へと競争が拡大した中、改めて競争環境

整備、制度設計議論する必要があると考えます。 

 以上がコメントで、次にドコモさんへの質問ですが、ドコモさんのユーザー料金が２割、

４割下がる一方で接続料が下がらないと、逆ザヤになって、競争上ＭＶＮＯは非常に厳し

い状況になり、競争が進展しないということになる。ユーザー料金が下がる中で、接続料

金というのも下げていくということをお考えですか。 

 あともう１点は二種指定ですが、ＵＱさんもソフトバンクさんも、指定する必要はあり

ませんと主張。ただ、考え方が違っていて、ＵＱさんは、交渉上の優位性ないからやる必

要ありませんと言い、ソフトバンクさんは、２１ページから見ると、やっぱり競争上の公

平性が求められているということは認識していますと言っています。ＭＮＯとＭＶＮＯ間

の競争では、指定する必要がないのは、キャリアアグリゲーションを MNOみずから提供す

るので二種指定をする必要がないと言われている。指定する必要がない理屈が全く違って

いるという、ここは１つのポイントだと思っています。 

 ＫＤＤＩさんじゃなくてＵＱさんに聞くということで、ＵＱさんに質問です。交渉上の

優位性というよりは、公正競争ということが大事なポイントで、競争上の優位性以上に、

ソフトバンクが言う競争上の公平性が、より大事だと思いますが、その考え方に関してＵ

Ｑはどう思われますか。 

 もう一つはグループ取引で、ＵＱの資料の６ページに、もし検証するなら公平に全部い

ろいろなグループをやってくださいねという意見あって、ドコモさんの最後のページ付近

でも、公正上の観点から、グループのビジネスに関して整理が必要だと、問題的提起され
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ています。両企業への質問は、同じことを言っているのか、違う問題意識で言っているの

か、同じようにも思えるのですが、立場が違うので違うことを意味している様にも思える

ので、確認させてください。 

 以上。 

【新美座長】  それでは、ドコモさんとＵＱさん、それぞれお答えいただければと思い

ます。 

【ＮＴＴドコモ（丸山）】  では、まず最初の質問に対してお答えさせていただきます。

私ども来年度の第１四半期にユーザー料金を下げるという発表をさせていただいていまし

て、それと接続料との関係だと思います。これはもう佐藤先生ご案内のとおり、接続料の

算定は算定できちんとやりますし、料金はまた別な形でこれは考えています。ただし、先

ほどから繰り返し説明させていただいているように、どちらも値下げの原資というのは、

コスト削減あるいは技術革新の結果でありまして、直接的にはリンクしていなくても、間

接的には当然、相関があるとお考えいただければ妥当かなと思います。 

【新美座長】  ありがとうございます。 

 ドコモさん、それでよろしいですか。 

【ＮＴＴドコモ（榊原）】  すみません、では９ページ目のグループ化のところでござい

ますけれども、要はこの資料で言いたいのは、環境が変わってきていますと。要はＭＮＯ

さんがＭＶＮＯさんを買収していったり、あとＭＶＮＯでありながらＭＮＯに手を挙げた

会社さんもいらっしゃって、環境が変わってきている中で、要するにＭＮＯとＭＶＮＯの

併用とか、そういったことをどう考えるかという問題提起でございます。そういった意味

での趣旨だとご理解いただければと思います。 

【新美座長】  ありがとうございます。 

 それでは、今度はＵＱさんからよろしくお願いします。 

【ＵＱコミュニケーションズ（西川）】  ＵＱでございます。公平性の観点でございます

けれども、先ほどからありますように卸だから何でもやっていいというふうには思ってお

りませんで、やはりＫＤＤＩさんとの取引額を決めるに当たりましては、ＫＤＤＩ以外へ

のＭＶＮＯへの提供料金とかを参考に決めておりますので、基本的に公平性は担保されて

いると認識しております。 

 あとグループ取引のところにつきましては、ちょっと一緒かどうかよくわかりませんが、

私どもはやはりＭＮＯ、ＭＶＮＯ間とかあと電気通信事業法の範囲内だけでなく、今後５Ｇ
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とか入ってきますとさまざまな参入形態が想定されますので、もっと広い範囲で検証いた

だきたいということを申し上げているつもりでございます。 

 以上でございます。 

【新美座長】  あと補足がございましたらお願いします。 

 ＫＤＤＩはよろしいですか。 

 それでは、ＵＱさんからのお答えで、何かあれば一言どうぞ。よろしいでしょうか。 

 それでは、大橋先生、お願いします。 

【大橋構成員】  すみません、ありがとうございます。ちょっと途中で出なきゃいけな

いもので簡単に。ご質問かコメントかなんですけれども、１点、ＮＴＴ様あるいは条件つ

きでＫＤＤＩ様もおっしゃっているのですが、ＭＮＯなりあるいはＭＶＮＯにおける公正

競争、この市場における公正競争の観点からどう見えるのかという視点はすごく重要だな

と思っています。そういう意味で言うと、ソフトバンク様からいただいたキャリアアグリ

ゲーションについての考え方ということで、自分の顧客に対してＭＮＯとＭＶＮＯと同等

に供給するという観点は解決策ではおそらくなくて、それがＭＮＯ市場なりＭＶＮＯの市

場全体にどういうふうなインパクトを与えるのかという視点で多分考えていかなきゃいけ

ない点なのかなと思っています。もしご意見があればどうかということなのですけれども。 

 ２点目の接続料に関してなんですけれども、これはすごく難しい、通常の市場価格と捉

えられるかどうかというのは結構難しい問題だなと思っていて、つまり受けと出があるわ

けですよね。卸というと、これに似たような市場では、例えばクレジットカードにおける

インターチェンジフィーみたいな話が多分すごく近いのだと思うのですけれども、この市

場の観点で言うと、我が国ではないですが、海外だと結構、今、独禁法の問題というのは

ここ５年ぐらいすごく話題になった市場で、いかにこの市場で競争性を発揮させるのかと

いうのが多分大きな課題になるのかなと思います。そういう意味で言うと、規制か競争か

という観点ですが、放っておいて競争になるかというのはちょっともう少し議論しないと

いかんのかなという感じがいたします。 

 ３点目は、交渉上の優位性についてもすごくご意見をいただいて、なるほどなと思って

いますが、マーケットシェアで競争の優位性が判断できるのかというのは、これは多分、

深淵なる議論だと思っていますが、仮にそれで見られるんだという整理をしたとしたとき

に、今回議論になっているのは、現状のビジネスにおいて、その交渉上の優位性が１０％

の境を越えたから急に発揮されるのかという話ではおそらくなくて、現状の慣習から、何
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ていうのかな、今縛れているかもしれませんけれども、その慣習というくびきから解かれ

たときに、ほかのビジネスを始めたときに競争の優位性があり得るのかどうかという、い

わゆる事前的な規制の部分があるんだと思っていて、そういうふうな観点から、この交渉

上の優位性ってどう考えられるのかということなのかなと思っています。もしご意見あれ

ばいただければと思いますけれども、以上です。 

【新美座長】  どうも、非常にするどいといいますか、大議論になりそうな意見を発表

されました。今、大橋先生からのコメントについて、何かご意見ございましたらどうぞよ

ろしくお願いします。これはフリートーキングで議論していただければと思いますので、

いかがでしょうか。 

 特にございませんか。 

 では、こちらから。西村さんからどうぞ。その後、松井さんにお願いします。 

【西村（暢）構成員】  すみません、私から先に言うのも何なんですけれども、大橋先

生からの問題提起もあわせまして、やはり今回お伺いいたしておりましたキャリアアグリ

ゲーション、これは図を見れば一目瞭然なのかもしれませんが、ＭＮＯがＭＶＮＯになっ

たり、再度これがＭＮＯに変わってＭＶＮＯに対して接続させるというふうに、もう本当

に複層化しているわけでございます。こういったのがよりＩｏＴや、ずっと議論になって

おりましたパートナーが増えていくことによって、より複雑化している。そうすると大橋

先生がご指摘のほかのビジネスを開始する際に、これがてことなると。これをてこにして、

ほかのビジネスにおいて極めて大きな交渉上の優位性というものを獲得するというのも将

来的には考えなきゃいけないし、そういったことも独禁法というような法体系の中では、

事後規制という形ではありますが、注目しております。これを事前規制にするかどうかと

いうのもさらなる大きな議論を呼ぶことになりますけれども、そのためにも前提として、

これだけ複層化したプレーヤーたちの関係は検証対象に含めていくべきかどうかという議

論が必要になっているのではないかなと思っております。 

 以上でございます。 

【新美座長】  ありがとうございます。 

 それでは、松井さん、お願いします。 

【ソフトバンク（松井）】  すみません、今のご質問に対する直接的な回答というわけで

はなくて、ちょっととりとめのないコメントですけれども、ご指摘いただいたように、

１０％超えたからすぐに市場支配力が、交渉優位性が出てくるというものでは当然ないと
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いうのは、私もそういう認識でして、一方でやっぱり公正競争上、ＭＶＮＯとＭＮＯ間の

機能の同等性という観点で言うと、ネットワークの連携機能というのは何らかの形で提供

することが望ましいのではないかということで個人的には考えております。一方で、その

１０％という閾値自体が、ちょっとこれを言うと若干炎上するかもしれないですけれども、

あまり意味がないというとちょっと言い過ぎですが、もともとはソフトバンクを二種指定

するときに、１０％という閾値が新たにつくられたという認識でして、やはり１０％とい

うときは、当然ＢＷＡ事業者とかというのを考慮していたわけではなくて、そういう閾値

を設けたものですので、今のルールがこうだから単純に当てはめるというだけではなくて、

公正競争という観点で、本当に何が競争上、実が得られるものなのかということをちょっ

と丁寧に議論して整理させていただけるとありがたいと思っています。全然ネガティブに

言うことではないのですけれども、ちょっと前に大谷先生からもコメントがあったように、

今後いろいろ５ＧとかＩｏＴとか新しいサービスが入っていく中では、おそらくまた別の

ルールというのを検討しないといけない段階が来るのかなと思っています。一方で、今回

の各社さん、弊社だけではなくて、プレゼンにもあったように、ＢＷＡの話もしかり、精

算の話もしかり、あと音声の卸の話もしかりなのですけれども、各社様、ちょっと濃淡は

ありますが、いろいろ代案みたいなものを少しずつ提示している認識です。あとはＭＶＮ

Ｏさんからの要望というのも、この前のヒアリングなどでいろいろお聞きしていますけれ

ども、個別に我々との協議の中で、必ずしも強い要望を受けているものばかりではない認

識であります。ですので、どちらかというと協議をしない段階で、こういう総務省様とい

うか、政策議論の場に上がってきている状況もありますので、本来であれば、協議がどう

しようもなくてスタックしたとか、市場の中で失敗した場合に、規制で対処するというの

が基本だと思っていますので、そういう大原則のところを少し勘案していただいて、当然

我々として前向きにやっていく、ルールにならなくてもやっていくものもありますし、当

然ルールにする必要があるものもあるのですけれども、それだけではなくて、協議の中で

見守っていただいて、どうしてもスタックした場合に、これは入れざるを得ないといった

段階で入れていくというような視点で、何となく二種指定ありきとか、将来原価ありきと

か、そういういまいまの状況で結論がもう決まっているわけではないと思うのですけれど

も、議論の中ではちょっと丁寧に、本当に今そこまで踏み切る必要があるのか、もうちょ

っとＭＶＮＯさんとＭＮＯの中の協議というのを、どのぐらいの期間か分からないのです

が見て、それでも解決しなかったらこうだというようなステップ論で少し議論をしていた
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だけると、我々の立場からするとありがたいと考えております。 

 以上です。 

【新美座長】  ありがとうございます。 

 まだご議論は尽きぬところかと思いますが、時間の関係もございますので、最後にお一

方。西村先生どうぞ。 

【西村（真）構成員】  ＭＮＯかＭＶＮＯかというお話、先ほどもグループとして見る

というお話がありました。それに私も賛成です。１社だけ見ても実態がよく分からないと

いうか、複雑に絡み合っている全体を見てみないと分からないかなということと、消費生

活相談の場では、サブブランドとしてＭＮＯのサブブランドもあれば、ＭＶＮＯのサブブ

ランドもあるということで、非常にわかりづらい状況になっています。 

 あともう１点だけちょっとつけ加えたいのが、リユースモバイルで、いろいろご検討い

ただいていて大変ありがたいと思っています。中古自動車の市場も確立されているように、

中古端末の市場も確立していけばいいなと非常に期待しているところです。品質について

いろいろチェックされているということですが、特に個人情報というかデータの削除、こ

れについて少し、もっと丁寧にやっていただきたいなというのが、ウォレット機能がつい

ているスマホとかもありますし、フェリカの情報が消え切れないでトラブルになっている

例もありますので、これはＭＮＯさんでも何か相談を受けたときに、端末の初期化だけで

はなくフェリカの情報も消去しなさいというのは、是非積極的にＰＲしていただきたいと

思っています。 

 以上です。 

【新美座長】  ありがとうございます。 

 それでは、時間も参りましたので、今日の議論はこれぐらいにさせていただきたいと思

います。皆さんのご議論の中にも出てきましたけれども、非常に変化が著しいと、マーケ

ットも大きく動いているというのが我々の今対象にしている事柄でございます。こういう

ときに、常に言われることですけれども、マーケットと相談しながらルールをつくってい

くという姿勢が大事かと思いますので、できるだけ臨機応変に、かつその時代にふさわし

いルールがどうあるべきかということを今後もご議論いただきたいと思います。その場に

ついて、その場をどう設定するのかということも今後話題になってくるかと思いますので、

是非とも皆様方のお知恵を集めていただきたいと思います。 

 なお、今日、質問を出していただきましたが、まだまだ足りないと、こういう点も聞き
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たいということがございましたら、２７日までに事務局へ追加質問を出していただければ

と思います。 

 それでは、ご議論は以上でございますが、事務局からご連絡したい事項があればよろし

くお願いします。 

【横澤田料金サービス課課長補佐】  本研究会の次回会合の日程等につきましては、調

整の上、別途、事務局からご連絡させていただきます。 

 以上です。 

【新美座長】  それでは、これにて本日の議事は全て終了いたしました。ご発表いただ

いた方々、皆様におかれましては、非常に貴重な情報をいただきましてありがとうござい

ます。 

 以上でモバイル市場の競争環境に関する研究会、第５回会合は終了ということにさせて

いただきたいと思います。本日はお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうござい

ます。 

以上 

 


